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○
経
済
産
業
省
告
示
第 

 
 

号 

 

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

の
運
用
及
び
管
理
に
関
す
る
指
針
（
令
和
二
年
五
月
経
済
産
業
省
告
示
第
百
十
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
済
産
業
大
臣 

齋
藤 

健 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

第
二 

 

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
を
適
切
に
行

う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

事
業
者
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
を

適
切
に
行
う
た
め
、
戦
略
の
推
進
に
必
要
な
組
織
を
構
築

第
二 

 

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
を
適
切
に
行

う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項 

事
業
者
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
を

適
切
に
行
う
た
め
、
戦
略
の
推
進
に
必
要
な
組
織
を
構
築



 

2 

す
る
と
と
も
に
、
組
織
の
設
計
及
び
運
営
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

際
、
戦
略
の
推
進
に
必
要
な
人
材
の
育
成
及
び
確
保
並
び

に
外
部
組
織
と
の
関
係
構
築
及
び
協
業
に
つ
い
て
も
、
重

要
な
要
素
と
し
て
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

特
に
、
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
（
情
報
処
理
の
促
進
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令

第
百
二
号
）
第
四
十
一
条
第
二
号
イ
⑵
に
規
定
す
る
デ
ー

タ
連
携
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
運
用
及
び

管
理
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
の
経
営
状
況
又
は
技
術
的

要
因
に
よ
っ
て
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
デ
ー
タ

流
通
の
安
定
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
、
経
営
基
盤
や

技
術
基
盤
の
安
定
性
並
び
に
当
該
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム

す
る
と
と
も
に
、
組
織
の
設
計
及
び
運
営
の
在
り
方
に
つ

い
て
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の

際
、
戦
略
の
推
進
に
必
要
な
人
材
の
育
成
及
び
確
保
並
び

に
外
部
組
織
と
の
関
係
構
築
及
び
協
業
に
つ
い
て
も
、
重

要
な
要
素
と
し
て
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
。 

 



 

3 

の
運
用
及
び
管
理
が
終
了
し
た
場
合
の
代
替
可
能
性
を
確

保
し
、
そ
れ
ら
を
当
該
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者

（
以
下
単
に
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
等
の
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。 

第
三 

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
係
る
具
体

的
な
方
法
に
関
す
る
事
項 

事
業
者
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に

係
る
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
や
デ

ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
の
た
め
の
環
境
整
備
に
向
け
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
や
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
等
を
明
確
化
し
、

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

特
に
、
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
あ

た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
も
取
り
組
む
べ
き
で
あ

第
三 

情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に
係
る
具
体

的
な
方
法
に
関
す
る
事
項 

事
業
者
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
運
用
及
び
管
理
に

係
る
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
や
デ

ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
の
た
め
の
環
境
整
備
に
向
け
た
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
や
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
手
法
等
を
明
確
化
し
、

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

 



 

4 

る
。 

一 

利
用
者
が
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
デ
ー

タ
流
通
を
安
心
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、

デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
で
扱
う
デ
ー
タ
の
管
理
に
関

す
る
事
項
を
定
め
た
上
で
、
取
引
条
件
と
し
て
ス
テ

ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
示
す
こ
と
。 

二 

デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
た
デ
ー
タ
流
通
が

安
全
な
環
境
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
、
デ
ー
タ
連
携
シ

ス
テ
ム
の
安
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
に
必

要
な
措
置
を
継
続
的
に
講
じ
る
こ
と
。 

三 

デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
安
全
か
つ
安
定

し
た
デ
ー
タ
流
通
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
情
報
処

理
シ
ス
テ
ム
が
当
該
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
に
接
続

［
新
設
］ 

 
 

 
 

 
 

 
 

［
新
設
］ 

 
 

 
  

［
新
設
］ 
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す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム

に
接
続
す
る
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
及
び
信

頼
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
継
続
的
に
講
じ
る
こ
と
。 

四 

デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
が
備
え
る
機
能
が
他
の
デ

ー
タ
連
携
シ
ス
テ
ム
と
の
相
互
の
連
携
を
妨
げ
る
も

の
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
当
該
デ
ー
タ
連
携
シ
ス
テ

ム
が
準
拠
す
る
基
準
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
基
準

を
遵
守
し
て
い
る
状
態
を
保
つ
こ
と
。 

 
 

 
   

［
新
設
］ 

 
 

 

 
 

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
は
注
記
で
あ
る
。 

 

附 

則 



 

6 

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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